
２０２４年度後期分授業料等免除申請について 
（日本人学部学生向け） 

授業料等免除申請にかかる案内を記載します。 

皆さんの状況等により、必要となる手続きが異なります。 

【申請 1】（在学生）国の修学支援新制度を受けている学生 

【申請２】（在学生）2024年 10月 1日の時点で修学支援新制度の支援を受けて

いない学生 

【申請 3】（在学生）東京海洋大学修学支援事業基金による支援のみに申請予定

の学生 

※学部学生（日本人）は原則、国の修学支援新制度に申し込み、奨学生として

採用される必要があります。 

 国の修学支援新制度： 

 授業料免除＋給付奨学金による支援制度です。 

詳細はこちらにて確認ください。 

※【申請３】の修学支援事業基金へ申請できる学生は、2020年度以降入学者

のうち、国の修学支援新制度の対象外となる日本人学部学生です。 

  修学支援事業基金による支援： 

国の修学支援新制度について、支援対象外となった学生（若干名）に対し

て、大学への寄附金を活用して、1人 10万円を支給する奨学金制度 

 

 

 

 

 

 

https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm


【 申請 1 】国の修学支援新制度支援を受けている学生 

１. 継続申請書提出 

 ２０２4年度前期に引き続き（国の修学支援新制度による）授業料免除を希望

する方は、以下の書類について必要事項を記入の上、下記担当係へ郵送・又は

窓口にて提出してください。 

（１）窓口での提出期間：2024年 10月 4日（金）～24日（木）（厳守） 

※上記提出期間中に乗船実習等で提出できない場合は、10月 4日（金）より前の

日からの提出も受け付けます。（提出期限は 10月 24日（木）） 

 

（２）郵送での提出期限：2024年 10月 24日（木）（必着） 

【提出書類】 

②  認定の継続に関する申請書（A様式２）（※ダウンロード・印刷してくだ

さい） 

② 免除結果通知用封筒（長形 3号（120 X 235mm）、表面に 110円切手を貼

付、父母等連絡先の住所・氏名、学生本人の学籍番号を記入したもの） 

 

※郵送の場合は、必ず、レターパック・簡易書留等 配達記録が残る方法で送付し

てください。 

※減免結果については父母等連絡先の住所へ１月下旬までに郵送にて送付しま

す。 

※あなたの家計状況によって、10月に支援区分の見直しが実施されます。 

2024年度前期の支援区分から変動が生じる可能性があることをご承知おきく

ださい。（スカラネット・パーソナルで 10月からの支援区分を確認できま

す。） 

※【 修学支援事業基金による奨学金について 】 

国の修学支援新制度について、支援対象外となった学生（若干名）に対して、

大学への寄附金を活用して、1人 10万円を支給する奨学金制度となります。 

https://www.kaiyodai.ac.jp/campuslife/docs/upload-docs/31cf66eeb44587115d1f93e6bdd30b3e1636e14a.pdf


（※申請方法は申請 3のとおり）  

経済状況や成績等を総合的に勘案の上選考を実施し、該当する方へは１月下旬

をめどに個別に受給意思の確認等を実施します。 

 

関連ドキュメント：認定の継続に関する申請書（A様式２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件連絡先： 

g-syou☆o.kaiyodai.ac.jp 

※☆を＠に変換ください。 

 
 
 

 

担当係（郵送先住所） 

※各自の所属キャンパスに提出ください 

品川地区  ：学生サービス課奨学係 

〒108-8477 東京都港区港南 4-5-7 

越中島地区 ：越中島地区事務室学生支援係 

〒135-8533 東京都江東区越中島 2-1-6 

 

https://www.kaiyodai.ac.jp/campuslife/docs/upload-docs/31cf66eeb44587115d1f93e6bdd30b3e1636e14a.pdf
https://www.kaiyodai.ac.jp/campuslife/docs/upload-docs/31cf66eeb44587115d1f93e6bdd30b3e1636e14a.pdf


【 申請２ 】2024年 10月 1日の時点で新制度支援を受けていない学生 

１. 申請書類の受取 

下記担当係にて書類をお受取りください。 

品川キャンパス：学生サービス課奨学係 

越中島キャンパス：越中島事務室学生支援係 

 

２. 日本学生支援機構給付奨学金への申込 

日本学生支援機構給付奨学金の申込方法をご確認の上、申込をしてください。   

（2024年 10月 24日（木）までに） 

日本学生支援機構奨学生（給付型）の募集についてはこちらからご確認くだ

さい。 

 

３. 給付奨学金確認書等の提出 

給付奨学金の申請書類の以下の書類について必要事項を記入の上、下記担当係

へ郵送・又は窓口にて提出してください。 

（１）窓口での提出期間：2024年 10月 4日（金）～24日（木）（厳守） 

※上記提出期間中に乗船実習等で提出できない場合は、10月 4日（金）より前の

日からの提出も受け付けます。（提出期限は 10月 24日（木）） 

 

（２）郵送での提出期限：2024年 10月 24日（木）（必着） 

 

 【提出書類】 

○給付奨学金の申請書類 

 ① 給付奨学金確認書（兼 2019 年度以前採用給付奨学金の辞退及び第一種奨学金契約変

更の承諾書）（給付奨学金案内 とじ込み） 

 ②スカラネット入力下書き用紙のコピー（下書き用紙は手元に残しておいてくだ

さい。） 

 ③ 【該当者のみ】提出が必要な書類（詳細は給付奨学金案内 P.22を参照ください） 

 ④ 奨学金振込口座情報がわかる通帳の見開きページのコピー 

⑤ 出身高校の調査書（1年生のみ） 

https://www.kaiyodai.ac.jp/campuslife/docs/upload-docs/09d32e2252c9e422a6b3dd433a43636adeded73b.pdf


⑥ 自宅外通学者は通学形態変更届（兼自宅外証明書送付状）（様式 35）およ 

び自宅外通学証明書類（アパートの賃貸借契約書や入寮許可証のコピー等） 

○（国の修学支援新制度による）授業料免除申請に関する書類 

⑦ 大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定

に関する申請書（A様式 1） 

 

⑧ 免除結果通知用封筒（長形 3号（120 X 235mm）、表面に 110円切手を貼

付、父母等連絡先の住所・氏名、学生本人の学籍番号を記入したもの） 

 

 ※ 郵送の場合は、必ず、レターパック・簡易書留等 配達記録が残る方法で送付

してください。 

※上記書類を提出した場合、授業料の納付を２月末日まで猶予することが可能と

なります。 

 

なお、申請手続きは、担当係への申請書類の提出とは別に、日本学生支援機構へ

のスカラネット（インターネット）入力とマイナンバーの送付（日本学生支援機構

へ提出）の手続きがありますので、日程に余裕を持って行ってください。 

スカラネットへの入力期限:2024年 10月 24日（木）厳守 

マイナンバーの提出期限：2024年 10月 31日（木）日本学生支援機構（必着） 

             

４．結果の送付  

  免除結果については父母等連絡先の住所へ１月下旬までに郵送にて送付しま

す。 

※【 修学支援事業基金による奨学金について 】 

国の修学支援新制度について、支援対象外となった学生（若干名）に対して、

大学への寄附金を活用して、1人 10万円を支給する奨学金制度となります。（※

申請方法は申請 3のとおり） 

経済状況や成績等を総合的に勘案の上選考を実施し、該当する方へは１月下旬

https://www.kaiyodai.ac.jp/campuslife/docs/upload-docs/7578d2abcd904ac74b5828cea8bd78be799e8921.pdf
https://www.kaiyodai.ac.jp/campuslife/docs/upload-docs/431f3ef4ce6f7c71d80f1cf03a30009f99f9133e.pdf
https://www.kaiyodai.ac.jp/campuslife/docs/upload-docs/431f3ef4ce6f7c71d80f1cf03a30009f99f9133e.pdf


をめどに個別に受給意思の確認等を実施します。 
 

関連ドキュメント：授業料等減免の対象者の認定に関する申請書（A様式１） 

         通学形態変更届（兼自宅外証明書送付状）（様式 35） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当係（郵送先住所） 

※各自の所属キャンパスに提出ください 

品川地区  ：学生サービス課奨学係 

〒108-8477 東京都港区港南 4-5-7 

越中島地区 ：越中島地区事務室学生支援係 

〒135-8533 東京都江東区越中島 2-1-6 

 

本件連絡先： 

g-syou☆o.kaiyodai.ac.jp 

※☆を＠に変換ください。 

 
 

 

https://www.kaiyodai.ac.jp/campuslife/docs/upload-docs/431f3ef4ce6f7c71d80f1cf03a30009f99f9133e.pdf
https://www.kaiyodai.ac.jp/campuslife/docs/upload-docs/431f3ef4ce6f7c71d80f1cf03a30009f99f9133e.pdf
https://www.kaiyodai.ac.jp/campuslife/docs/upload-docs/7578d2abcd904ac74b5828cea8bd78be799e8921.pdf
https://www.kaiyodai.ac.jp/campuslife/docs/upload-docs/7578d2abcd904ac74b5828cea8bd78be799e8921.pdf


【 申請３ 】東京海洋大学修学支援事業基金による支援のみに申請予定の学生 

１. 徴収猶予 兼 修学支援事業基金申請 理由書 提出 

 以下の書類について必要事項を記入の上、下記担当係へ郵送・又は窓口にて

提出してください。 

（１） 窓口での提出期間：2024年 10月 4日（金）～24日（木）（厳守） 

※上記提出期間中に乗船実習等で提出できない場合は、10 月 4 日（金）より

前の日からの提出も受け付けます。（提出期限は 10月 24日（木）） 

 

（２） 郵送での提出期限：2024年 10月 24日（木）（必着） 

 

【提出書類】 

【授業料免除申請書（独自免除）】を、下記担当係へ提出してください。 

 

※郵送の場合は、必ず、レターパック・簡易書留等 配達記録が残る方法で送付し

てください。   

※上記書類を提出した場合、授業料の納付を 2月末日まで猶予することが可能

となります。 

 

※【 修学支援事業基金による奨学金について 】 

国の修学支援新制度について、認定要件に該当せず支援対象外となった学生

（所得が基準額に該当しない、進学までの期間が 3年以上（いわゆる３浪）の

者 等）に対して、大学への寄附金を活用して、1人 10万円を支給する奨学金

制度となります。 

経済状況や成績等を総合的に勘案の上選考を実施し、該当する方へは１月下

旬をめどに個別に受給意思の確認等を実施します。 

 

※修学支援事業基金への申請は、原則、国の修学支援新制度へ申請をしている

ことが条件となります。 

https://www.kaiyodai.ac.jp/campuslife/docs/upload-docs/c5343c2fafdf4eadb79769bdc1068e6a7f81a399.pdf


国の修学支援新制度について、こちらで必ず、制度を確認の上、申請につい

て検討をするようにしてください。 

 

関連ドキュメント： 徴収猶予 兼 修学支援事業基金申請 理由書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当係（郵送先住所） 

※各自の所属キャンパスに提出ください 

品川地区  ：学生サービス課奨学係 

〒108-8477 東京都港区港南 4-5-7 

越中島地区 ：越中島地区事務室学生支援係 

〒135-8533 東京都江東区越中島 2-1-6 

 

本件連絡先： 

g-syou☆o.kaiyodai.ac.jp 

※☆を＠に変換ください。 

 

 

https://www.mext.go.jp/kyufu/student/daigaku.html
https://www.kaiyodai.ac.jp/campuslife/docs/upload-docs/22403dd6d843b20628e1bbc2fd59ff302b74388a.pdf

